
心身に障がいのある方々の
ためのさまざまな福祉制度が
「障がい者ガイドブック」に掲
載されています。市役所社会・
障がい者福祉課や各支所市民
窓口にて配布しています。
また市のホームページでも
掲載しています。

視覚障がい…義眼、眼鏡、視覚障がい者用つえ

（リハビリ目的は対象外）

　治療のために必要な装具（治療用装具）は、この制度とは異なります。健康保
険が適用される治療用装具の場合は、請求金額を病院で支払ったあとに、子ど
も医療・重度障がい者医療で自己負担分の払い戻しを受けることができます。
くわしくは、市役所医療保険課までお問い合わせください。
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補装具の購入や住宅の改修をする場合

身体が不自由なお子さん
の場合、日々のケアには、
とても気を配っておられる
と思います。日常生活に必
要な装具や用具などを購入
する際には費用の助成など
があります。ぜひご活用く
ださい。

0948-22-5507
0948-21-6356

0948-96-8235
0948-21-6356

上記の日常生活
用具で紙おむつや
ストーマ装具が給
付の対象にならな

い場合でも、税金の医療費控
除の対象となることがありま
す。その際には、医師の発行
した「使用証明書」が必要とな
ります。　詳しくは、下記ま
で、お問い合わせください。

飯塚市役所税務課市民税係
☎　 0948-22-5509

紙おむつ・ストーマ装具の医療費助成紙おむつ・ストーマ装具の医療費助成 障がい者ガイドブック

歩行器、姿勢保持装置など


